
平成⼗七年⽇本学術会議規則第三号
⽇本学術会議会則

⽇本学術会議法（昭和⼆⼗三年法律第百⼆⼗⼀号）第⼆⼗⼋条の規定に基づき、
⽇本学術会議会則（昭和⼆⼗四年⽇本学術会議規則第⼀号）の全部を改正する規則
を次のように定める。

⽬次
第⼀章 総則（第⼀条）
第⼆章 職務（第⼆条、第三条）
第三章 組織（第四条―第六条）
第四章 会員及び連携会員の選考等（第七条―第⼗五条）
第五章 会議（第⼗六条）
第六章 総会（第⼗七条―第⼗九条）
第七章 部会（第⼆⼗条―第⼆⼗⼆条）
第⼋章 幹事会（第⼆⼗三条―第⼆⼗六条）
第九章 委員会（第⼆⼗七条―第三⼗⼆条）
第⼗章 地区会議（第三⼗三条）
第⼗⼀章 若⼿アカデミー（第三⼗四条）
第⼗⼆章 栄誉会員（第三⼗五条）
第⼗三章 ⽇本学術会議協⼒学術研究団体（第三⼗六条）
第⼗四章 雑則（第三⼗七条―第三⼗九条）
附則

第⼀章 総則

（総則）
第⼀条 ⽇本学術会議（以下「学術会議」という。）の運営に関する事項は、この
会則の定めるところによる。

第⼆章 職務

（意思の表出）
第⼆条 学術会議は、⽇本学術会議法（以下「法」という。）第四条に定める諮問
に対する答申及び法第五条に定める勧告のほか、法第三条第⼀号の職務として、
次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりと
する。
⼀ 要望
⼆ 声明
三 提⾔
四 ⾒解
五 報告
六 回答

（国際活動）



第三条 学術会議は、法第六条の⼆に定める国際団体への加⼊のほか、法第三条第
⼆号の職務として、次に掲げる国際活動を⾏うことができる。
⼀ 学術に関する国際会議等への代表の派遣
⼆ 学術に関する国際会議の主催及び後援
三 ⼆国間学術交流
四 アジア学術会議に関すること。
五 その他会⻑が必要と認めるもの
２ 国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。

第三章 組織

（会⻑の互選等）
第四条 法第⼋条第⼆項の会⻑の互選は、他の案件に先⽴って総会で⾏うものとす
る。
２ 前項に規定するもののほか、会⻑の互選に関する事項は、総会が定める。

（副会⻑の職務）
第五条 副会⻑は、会⻑が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。
⼀ 学術会議の組織運営及び科学者間の連携に関すること。
⼆ 学術会議と政府、社会及び国⺠等との関係に関すること。
三 学術会議の国際活動に関すること。

（部への所属）
第六条 法第⼗⼀条第四項に規定する会員の部への所属は、会員からの申出に基づ
き総会が定める。

第四章 会員及び連携会員の選考等

（連携会員の任期の例外）
第七条 ⽇本学術会議法施⾏令（平成⼗七年政令第⼆百九⼗九号、以下「令」とい
う。）第⼀条第⼀項ただし書の規定に基づき、国際業務⼜は委員会の特定の専⾨
的事項の審議に参画するため三年以下の必要な期間を定めて⽇本学術会議連携会
員（以下「連携会員」という。）を任命することができる。
２ 前項に定めるもののほか、令第⼀条第⼀項ただし書の規定に基づき、学術会議
の活動に参画させるため、必要な期間を定めて連携会員を任命することができ
る。

（会員及び連携会員の選考の⼿続）
第⼋条 会員及び連携会員（前条第⼀項に基づき任命された連携会員を除く。以下
この項、次項及び第四項において同じ。）は、幹事会が定めるところにより、会
員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。
２ 前項の委員会は、前項の推薦その他の情報に基づき、会員及び連携会員の候補
者の名簿を作成し、幹事会に提出する。
３ 幹事会は、前項の会員の候補者の名簿に基づき、総会の承認を得て、会員の候
補者を内閣総理⼤⾂に推薦することを会⻑に求めるものとする。



４ 幹事会は、第⼆項の連携会員の候補者の名簿に基づき、連携会員の候補者を決
定し、その任命を会⻑に求めるものとする。
５ 幹事会は、前条第⼀項に基づき任命される連携会員の候補者を決定し、その任
命を会⻑に求めるものとする。
６ その他選考の⼿続に関し必要な事項は、幹事会が定める。

（会員の辞職）
第九条 幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第⼆⼗五条に定める同
意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の
辞職の申出理由が、総会の議決を待つことが適当でないものと認められる場合
は、幹事会の議決をもって同意とすることができる。
２ 前項ただし書の場合、幹事会は、議決の後に開催される最初の総会に報告しな
ければならない。
３ 幹事会は、第⼀項ただし書の同意を得るに当たり、別に総会が定める委員会の
意⾒を求めることができる。

（会員の退職）
第⼗条 幹事会は、会員に会員として不適当な⾏為があると認めるときは、法第⼆
⼗六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
２ 前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意⾒を聴かなければなら
ない。
３ 前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならな
い。

（連携会員の補⽋の者の任期）
第⼗⼀条 連携会員の補⽋の者の任期は、前任者の残任期間とする。

（連携会員の再任）
第⼗⼆条 連携会員の再任の回数は、⼆回を限度とする。ただし、任命の時点で七
⼗歳以上であるときは、当該任期限りとする。
２ 前項の再任の回数には、会員に任命された場合を連携会員として任命されたも
のとみなして、これに含める。
３ 第⼀項の規定は、第七条第⼀項に基づき任命された連携会員には適⽤しない。

（連携会員の辞職）
第⼗三条 令第⼆条の辞職の申出があったときは、会⻑は、その承認について、幹
事会の同意を得なければならない。
２ 幹事会は、前項の同意をするに当たり、第九条第三項の委員会の意⾒を求める
ことができる。

（連携会員の退職）
第⼗四条 幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な⾏為があると認めるとき
は、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会⻑に求めることがで
きる。
２ 前項において、幹事会は、第⼗条第⼆項の委員会の意⾒を聴かなければならな
い。



３ 前項において、第⼗条第⼆項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えな
ければならない。

（連携会員の⼿当）
第⼗五条 連携会員には、別に定める⼿当を⽀給する。

第五章 会議

（学術会議の会議）
第⼗六条 学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに法第
⼗五条の⼆の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別
委員会並びに臨時の委員会として、課題別委員会及びその他幹事会の議決により
置かれる委員会とする。
２ 常置の委員会は、総会が定めるところにより置く。
３ 臨時の委員会に関し必要な事項は、幹事会が定める。

第六章 総会

（総会の招集）
第⼗七条 総会は、原則として毎年四⽉及び⼗⽉に会⻑が招集する。
２ 前項のほか、会⻑は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することが
できる。
３ 前⼆項の規定にかかわらず、三⼗⼈以上の会員から招集の⽬的及び議案を⽰し
て請求がある場合、会⻑は、総会を招集しなければならない。

（総会の議⻑等）
第⼗⼋条 会⻑は、総会の議⻑として議事を整理する。
２ 総会における議決の際、可否同数の場合は、会⻑がこれを決定する。
３ 会⻑は、必要と認められる者の出席を求め、意⾒を聞くことができる。
４ 総会は、これを公開する。ただし、必要があると認められる場合、会⻑は、議
決を経て⾮公開とすることができる。
５ 会⻑は、総会の会議録を作成し、閲覧の⽤に供するものとする。ただし、学術
会議の運営上⽀障があると認める場合、閲覧の⽤に供しないことができる。

（幹事会への委任事項）
第⼗九条 法第⼗四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事
会に委任する。
⼀ 法第三条第⼀号に規定する職務のうち、第⼆条の意思の表出に関する事項
⼆ 法第三条第⼆号に規定する職務のうち、第三条の国際活動に関する事項
三 法第四条の諮問に対する答申に関する事項
四 法第五条の勧告に関する事項
五 法第六条及び法第六条の⼆の規定に関する事項

第七章 部会

（部会及び連合部会の招集）


